
 
 
 
 
短期利用事業とは 
 
保護者の入院、出産、育児疲れや心身不調など様々な理由により家庭での子育てが困難な場合
に、一時的にお子様をお預かりするものです。（対象年齢：原則、2歳～小学生のお子様） 
 
○デイステイ（日中預かり）・ショートステイ（宿泊預かり）・・・月７日まで 

（受入れ可能時間：原則 9時～18時） 

 

利用申込 
① 原則、利用希望日の２週間前までに申し込みをお願いします。 

② 事前に申込み・面談を行った上で、お預かりのご相談をお受けします。 

③ 生活保護世帯、市県民税非課税世帯、母子・父子家庭、父母以外の養育家庭の方は、そのことを 

明らかにする書類を事前にご提出いただきます。 

利用料金（利用中の食費含む） 
① 一日     ：  2,350円   ＊一泊二日 ： 4,700円 

② 非課税世帯   ：    500円   ＊  〃  ： 1,000円 

③ 一人親世帯  ：  500円   ＊  〃  ： 1,000円 

④ 生活保護世帯 ：   0 円    ＊  〃  ：     0円 

＊利用料のお支払いは、利用日初日に頂きます。 

＊なお、お預かりしている際に要した医療費等に関しては、別途・実費請求させて頂きます。 

 

注意事項 （＊利用にあたっては事前に利用同意書・各書面をご確認ください） 
① 施設の定員や利用日のお子さんの健康状態によっては、お預かり出来ない場合があります。 

② 利用日当日、来所前にお子さんが体調を崩した場合、お預かりが出来ない場合があることを 

ご了承下さい。その際はご連絡下さい。 

③ 利用期間中にお子さんが体調を崩した場合はお預かりを中断し、お迎えに来て頂くことがありま 

す。その際の通院も保護者の方にお願いしておりますので、その場合はご連絡させて頂きます。 

④ 利用期間中、保護者の方は必ず連絡がとれるようにしておいて下さい。 

⑤ 送迎は保護者の方がお願いします。時間帯は、朝 9時から夜６時までの間でお願いします。 

⑥ その他、利用にあたっての詳細（持ち物等）は、デイ＆ショートステイのスタッフより説明させ 

て頂きます。尚、アレルギーに関して留意される点がある場合は、食事面での詳細な聞き取りを 

させて頂きます。ご心配な点があれば、お弁当を持参して頂く事も可能です。 

 

※ デイ＆ショートステイのご利用・ご相談に際して、お聞かせ頂いた情報、およびご提供頂いた個

人情報は、当センターの利用に関してのみ活用し、他に利用するものではありません。 

 

 

 

 

 
 

 

子育て短期利用事業のご案内 

まぎぬ児童家庭支援センター 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          
 
 

 
 

   面談・申込み 
   利用説明・見学 

 
 
 

 
            日程調整・受入れ検討 

 
 
 

 
   利用承諾・不承諾通知書、利用請求書の発送 

（または利用初日にお渡し） 
 
 
 
 

   ～利用当日～ 
   ＊持ち物チェックシートと必要な持ち物の確認 

 ＊健康診断書、証明書類、利用料のお支払 
 

 
 
 
   
 
 
 

 
   ～帰宅日～ 

   ＊持ち物チェックシートと持ち物の確認 
＊別途費用がある際はご精算 

デイステイ・ショートステイ利用の流れ 

利用のご希望 

お預かり 


